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内消費税額 円

 育　　苗  １箱当り ９７０ ８８  稚苗・ハウス渡しとする

 耕　　起 機械使用  １０㌃当り ６，７００ ６０９  耕深は概ね15㎝目標

 堆肥散布 機械使用  １０㌃当り ３，９００ ３５５

 砕　　土 機械使用  １０㌃当り ４，５００ ４０９

くろぬり 機械使用  １０ｍ当り ６００ ５５

 代かき 機械使用  １０㌃当り ６，９００ ６２７

 田 植 え 機械使用  １０㌃当り ８，８００ ８００  苗運搬・隅植え含む

機械持込み

 (主な使用機械：動噴･

1ブームスプレーヤ･

1農業用ドローン)

バインダ－ ９，３５０ ８５０  縄持ち・刈取のみ

コンバイン ２２，５００ ２，０４５  籾運搬を含む

コンバイン

乾燥・調整

コンバイン

乾燥・調整

 色　　選  30kg/１袋 ５１０ ４６  持ち込み

 脱　　穀 ハ－ベスタ  １０㌃当り ８，８２０ ８０２  籾運搬を含む

 籾摺りを含む

 水分23％以下の籾

 籾 摺 り 機械使用  １俵当り １，１００ １００

 平坦部を基準とし、作付

 可能状態とする

 農事一般作業 １日当り ８，８００ －  食事なし

（注）

　５．10ア－ルは、実測面積です。

　１．上記標準額は、作業条件が良好な圃場を前提としております。未整理地・飛び田・土質等作
　　業条件が異なる場合は、話し合いにより決めてください。
  ２．上記標準額は、令和７年度時点での農業資材費・燃油代・電気料金等を参考に設定しており

　３．１日の労働時間は８時間を前提としております。
　　超過作業については、話し合いにより決めてください。

　　ます。これ以上の価格の高騰があった場合は、話し合いにより決めてください。

 肥料代は除く
 側条施肥の肥料散布含む

作　業　名 単　位 標 準 額（円） 備　　考

 肥料散布 機械持込み  １０㌃当り １，１００ １００

 稲 刈 り  １０㌃当り

１，１１０ １０１  薬品代は除く
 薬剤散布
★（防除作業）

 １０㌃当り

 １０㌃当り ３９，６００ ３，６００
 紙袋（30㎏）の場合
 色選（3,740円／10ａ）含む

 収穫一貫作業

 畑 耕 起 機械使用  １０㌃当り ６，９３０ ６３０

 乾燥・調整 機械使用  １俵当り ２，２００ ２００

 １０㌃当り ３７，５００ ３，４０９  紙袋（30㎏）の場合

 収穫一貫作業
1（色選含む）

令和８年度 農業労働賃金の標準額表
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●農地に関する相談は各地区の農業委員へ

　　　農地の貸し借り、転用等の農地移動に関すること、農業者年金への加入、農業新聞の購読等、農業経営

  　全般にわたり困ったことがありましたら、各地区の農業委員へご相談ください。

■調査・相談担当地区（令和８年３月）

地　　区 氏　　名 電話番号

菊地  健一 72-6189

大槻　謙喜 75-2629

金　山 二階堂 久男 78-1724

筆　甫 太田　茂樹 76-2015

阿部　喜六 79-2222

石田 真利子 79-2676

小　斎 菅野　一彦 78-2427

根元　　茂 72-6501

髙橋　孝志 72-6577

大　張 宍戸　紀彦 75-2174

耕　野 佐藤　静男 75-2040

●農地の集積・集約化に関する相談は各地区の推進委員へ

　　ください。

■調査・相談担当地区（令和８年３月）

地　　区 氏　　名 電話番号

大橋　光子 86-4589

佐藤 真由美 72-6175

金　山 大野　吉宏 79-2481

筆　甫 大橋　三枝 76-2046

瀧野　正浩 79-2502

大槻　　光 79-2366

小　斎 天野　康弘 78-1161

菊池　武則 72-1286

菊地　清弘 72-6577

大　張 佐藤　正敏 75-2327

耕　野 佐藤　市夫 75-3315

担当行政区

担当行政区

丸　森

横町・本町・深山・田町・川前・鳥屋・新町・羽入・東向・上滝
・五福谷・中通

大川口・竹谷・欠入・峠・廻倉・羽出庭・小坊木

丸　森

横町・本町・深山・田町・川前・鳥屋・新町・羽入・東向・上滝
・五福谷・中通

大川口・竹谷・欠入・峠・廻倉・羽出庭・小坊木

金山全域

　　　経営農地の拡大・集約・新規就農等の農地の集積・集約等をお考えの方は、各地区の推進委員へご相談

大張全域

耕野全域

筆甫全域

大山・青葉上・青葉南・青葉北・佐野・黒佐野・東福田・岩城南平
・竹の内・西向

空久保・上町・下町・横手・山屋敷・中平・七夕・南伊手・北伊手
・田辺・田林

小斎全域

舘矢間

大　内

丸森町農業委員会だより（令和８年３月号）

耕野全域

大　内

舘矢間

空久保・上町・下町・横手・山屋敷・中平・七夕・南伊手・北伊手
・田辺・田林

小斎全域

１区東・１区西・２区東・２区中・２区西

山田・南木沼・木沼・松掛

大張全域

金山全域

筆甫全域

大山・青葉上・青葉南・青葉北・佐野・黒佐野・東福田・岩城南平
・竹の内・西向

１区東・１区西・２区東・２区中・２区西

山田・南木沼・木沼・松掛
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〇お知らせ

丸森町農業委員会だより（令和８年３月号）

登記に関するお問い合わせ先
　仙台法務局大河原支局
　　住所：柴田郡大河原町字錦町１－１
　　電話：０２２４（５２）６０５３

あなたの農地を有効活用しませんか。
　 農業委員会は、農地の所有者が離農や町外転出等により、ほかの方に農地を売却・貸付を希望
する場合、農地情報公開台帳を作成し、町のホームページで情報をお知らせすることで、新規就農
者や農業経営の規模拡大等のための農地あっせんのお手伝いをしております。
　農地情報公開台帳に登録を希望される方は、農業委員会へ「農地情報公開台帳掲載申請書」を
ご提出ください。
　申請書は農業委員会事務局で配布いたします。また町のHPでも様式を掲載しておりますので、ご
利用ください。
　　　　農地を「買いたい」「借りたい」方へ
　　　　　　　　https://www.town.marumori.miyagi.jp/work/detail.php?content=1661

eMAFF農地ナビで農地情報を確認することができます。
　eMAFF農地ナビは、農業委員会が整備している「農地台帳」および「農地に関する地図」につい
て、農業委員会等が農地法に基づき農地情報をインターネット上で公表するサイトです。
　インターネットを使用してパソコン・スマートフォン・タブレット等の画面上で誰でも農地の情報を閲
覧・確認することができます。なお、農地所有者など一部閲覧ができない情報もございます。

　　　　　　　　eMAFF農地ナビ　https://map.maff.go.jp/?dlgName=jusho

 農地転用許可後、法務局で土地の地目変更をして下さい。
　農地転用の許可を受けただけでは、地目は変わりません。
　不動産登記法第37条では、「その変更があった日から一月以内に、登記の変更をしなければなら
ない」と定められております。必ず法務局で地目変更登記手続きを行ってください。
　なお、正当な理由がなく申請を怠った場合は、10万円以下の過料となりますので、ご注意願いま
す。

相続登記の申請が義務化されています。
　令和６年４月から、相続登記の申請が義務化されています。
　相続登記がされていないことから、農地において担い手への集積・集約化が進まないなど、農地
の有効利用が妨げられることが懸念されます。
  また、正当な理由が無く届出を怠った時は、10万円以下の過料適応対象となりますので、ご注意
願います。
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１．田の部

円 円 円 件

円 円 円 件

円 円 円 件

円 円 円 件

２．畑（普通畑・飼料畑）の部

円 円 円 件

※ ⑴　金額は、算出結果を四捨五入し、100円単位として表示しています。
⑵　件数は、集計に用いた筆数です。
⑶　田（水稲）の賃借料を物納する場合、玄米60㎏当たり30,000円（令和７年産ひとめぼれ
　ＪＡみやぎ仙南概算払い）で金額換算して算出しています。
⑷　田については、賃借料のほかに水利費が発生する場合があります。水利費はどちらが負担
　するか、当事者間で話し合って決めてください。
⑸　契約の際には、それぞれの圃場条件等を考慮し、当事者間で十分に話し合った上で賃借料
　賃借料を決めてください。

　●農地法３条・４条・５条の申請　・・・・・　毎月10日頃

　●基盤法（農地中間管理事業）　　　　・・・・・　毎月月末

件数

15,000 3,000 3

は、以下のとおりです。

区分 平均額 最高額 最低額

～農地法各種申請について～

　農地の権利を移動する場合は、農業委員会の許可又は届出が必要となります。農地の権利移動等を

お考えの方は事前に農業委員会にご相談ください。農業委員会総会は毎月25日頃です。

　各種申請の締切日は下記のとおりです。

件数区分 平均額

10,200 40,000

　　　　　農村整備班（℡72－3026）です。場合によっては、農用地利用計画の変更等申請（※一般的に農振

　　　　　除外申請という）が必要となります。申請の受付は４月・10月末日締切りの年２回です。

30

 ４．中山間地域 5,800 15,000 2,000 5

最高額

 ３．平野部 10,400 33,000 3,500

畑

　   　※４条・５条の申請の場合、事前に対象農地が農業振興地域かどうか確認してください。担当は農林課

最低額

丸森町農地賃借料情報

3,000 6

丸森町農業委員会だより（令和８年３月号）

 １．基盤整備地域
　　(概ね30ａ程度)

18,500 61,500 5,100 69

 ２．基盤整備地域
　　(概ね10ａ程度)

11,000

令和７年１月から12月までに締結（公告）された賃貸借における賃借料水準（10ａ当たり）
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